
2022年 5月 18日 

日清紡健康保険組合 

禁煙治療補助制度のご案内 

 当健康保険組合では、健康づくりを支援する一環として、「保険適用となる禁煙治療」にかかる治療費補

助を行っています。禁煙治療をお考えの方は是非ご利用ください。 

 

記 

１． 禁煙治療とは 

・医師の指導、治療薬の処方により禁煙を行う外来の治療です。なお、加熱式タバコも対象です。 

・自力での禁煙に比べ、成功率は 2倍との報告があります。 

・治療には貼り薬や飲み薬を使います。 

・診察は 12週間にわたって計 5回実施されます。（約 3 ヵ月間） 

・医療費の 3割が自己負担（一般的に 10,000円～20,000円。期間・薬により程度の差あり）となり 

 なります。 

・治療終了後も禁煙を継続し、治療開始から 6か月経過した時点を「卒煙」とみなします 

 

２． 禁煙治療補助制度 

   自己負担分に対し、30,000円を上限に健康保険組合が補助をする制度です。 

補助対象 次の４項目全てを満たす当保険組合の被保険者 

① 自らが禁煙を望んでいる   

② ニコチン依存症の判定テスト（TDS）が 5点以上【別紙 1】 

③ 35歳以上はブリンクマン指数（喫煙本数/日×喫煙年数）が 200以上  

④ 禁煙治療を受けることを文書により同意している。【医療機関の問診票等に署名】 

対象期間 2022年 4月 1日から 2023年 2月 28日までに禁煙外来受診スタート 

費用補助 補助総額 上限 30,000円 （①＋②） 

① 禁煙外来初診時：実費を補助（5,000円を上限とする） 

② 卒煙達成時  ：実費を補助 

 

   ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

                                 6 か月間 

スタート 2 週間後 4 週間後 8 週間後 12 週間後 卒煙 

初回診察 診察 2 診察 3 診察 4 診察 5・終了 禁煙継続 

実費補助① 

上限：5000 円 

 実費補助 

上限：30,000 円-① 

 

３．問い合わせ先 

  健康保険組合 中村、山田 ☎03-5695-8872  ✉kenpo@nisshinbo.co.jp   

申請方法は裏面参照下さい 



 

申請方法  

  期限 必要書類 提出先 

初診後１ヵ月以内 ①禁煙外来初診時一部負担金申請書 

②領収書（①の裏に添付） 

③禁煙治療費補助制度エントリーシート 

④禁煙宣言書コピー 

（医療機関発行または当組合書式） 

 

 

 

 

健保組合 

 

 

卒煙後１ヵ月以内 

 

①補助金申請書 

②領収書（診察 2回目～5回目分を①の裏に添付） 

③禁煙外来終了証明（医療機関発行） 

 

補助金は健康保険組合から本人指定銀行口座に振込みます。 

 

 

 

 

                              

                       

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

ニコチン依存症診断用のスクリーニング（ＴＤＳ）設問内容 
はい 

1 点 

いいえ 

0 点 

問 1. 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くたばこを吸ってしまうことがありましたか。 
 

    

問 2. 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。 
 

    

問 3. 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、たばこがほしくてほしくてたまらなくなることがありまし

たか。 
 

    

問 4. 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。（イライラ、神経質、落ちつかな

い、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または

体重増加） 
 

    

問 5. 問 4でうかがった症状を消すために、またたばこを吸い始めることがありましたか。 
 

    

問 6. 重い病気にかかったときに、たばこはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。 
 

    

問 7. たばこのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 
 

    

問 8. たばこのために自分に精神的問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 
 

    

問 9. 自分はたばこに依存していると感じることがありましたか。 
 

    

問 10. たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。 
 

    

合計   

※ニコチン依存症かどうかの判断は、医師が行います。 

 

 


